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Philosophy　of　Change　in　PFI

Integrating private’s management philosophy, their managerial and innovative skills and their funding capability into public services and public sector activities and thus improving efficiency and effectiveness of public service is a prerequisite requirement common to modern world. 

However, legal structure binding public sector in Japan is so rigid and has been structured traditionally to eliminate private’s active involvement. In order to seek  efficiency of Japanese public sector by incorporating PFI approaches, it is therefore mandatory required to seek a reform in various regulatory domains including deregulation in management of public assets, more flexible interface in usage of public property, change in contractual practices between private and public etc.    

1． はじめに
PFIとは「民間の資金、経営能力、及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与する」ことをいう。

このPFIはイギリスで発案され、実施に移されているものをわが国に導入せんとしているものである。しかし、PFI方式をわが国に導入する際に様々な摩擦が生じている。この背景には、次のような要因がある。
1 わが国の行財政法制度は旧大陸法系の影響を受けている。このため、イギリスの法制度をベースにしたPFI制度とは「公物に対する考え方」「公共セクターと民間セクターとの契約形態」等様々な面でわが国の現行諸制度と齟齬を来たしている。
2 イギリスは、PFI方式を導入するまでに「国有企業の民営化」「行政サービスのアウトソーシング」「行政組織のエイジェンシー化」等の経験を経て、その帰結としてPFIに達している。これらのステップを踏む段階で、公共部門のコストの洗い出し、公共部門と民間部門との関係のあり方等様々な経験を積んできた。これに対して、わが国は殆どこれらの経験を積むことなくいきなりPFI方式の導入を行っている。
3 イギリスでも公共部門への市場原理の導入を図るときにやはり守旧派からの抵抗はあった。しかし、政治のリーダーシップでこれを克服してきた。わが国の場合はイギリスに比べて政治のリーダーシップが弱いことは否定できない。守旧派の抵抗も依然強い。
　折しも小泉改革の最中である。わが国においてもPFIの実施に伴い、行財政制度が徐々にではあるが変化しつつある。以下、PFI方式の導入、実施による行財政制度を中心とする具体的変化の実態を考えることとしたい。

２．個別課題と変化の方向

①公物管理関連

（1）行政財産の民間利用
わが国の公物管理の基本的思想においては、公物を「公的資金を使用して」「公共部門が建設し」「公共部門の手で管理運営されるもの」とする考え方が強い。従って、PFIの基本的考え方である「公共的施設を民間部門の資金力、経営力、技術力を活用して効率的に整備、運営する」との考え方とは摩擦が大きい。
例えば、道路法体系でも、道路の管理者は公共部門に限定されており、民間部門が道路の建設維持管理をできる余地は少ない。
　従って、こうした重構造の公物については、現在までのところPFI事業は動いていないのが実態である。道路公団の民営化の議論が行われていることもあり、公物及び管理者の範囲を見直すときが来ていると考えられる。
更に、行政の用に供される財産については、特殊な法体系が構築され、これを民間が使うことは制限されている。即ち、行政財産は「これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することはできない」
として、民間の使用が制限されている。
また、「行政財産はその用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる」
としているが、これについても民間が使用しているときに行政サイドの事情による任意解除権が存在するとされている。しかも、任意解除権を発動したときにも、民間企業に対して充分な補償がなされる保証はない。
普通財産として民間部門に貸付等を行えば良いとの論もあるが、国有財産については「行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の財務大臣にこれを引き継がなければならない」としており
、現実の運用の障害要因となっている。また、地方自治体等においても、起債対象事業は現実論として行政財産に区分けされている。これでは、公共部門が保有する財産を自由に民間に使用させることはできないし、民間部門も安心して使用できない。
しかし、変化の兆しが見られる。平成13年12月、PFI法が改正され「PFI事業の用に供するため、PFI事業者に対し、行政財産の貸し付けを行うことができる」こととなった。また、PFI事業とPFI事業以外の他の事業との施設の合築（一棟の建物の区分所有）を行う場合、一定の条件の下で、PFI事業者に対し行政財産（国有・公有）である土地を貸し付けることができることとなった。これにより、PFI事業者がPFI事業のため土地、建物等を利用するに当って、（目的外使用という範囲で）一時的な使用を認められていたという立場（使用許可：原則１年）から、一歩進んで賃借権等の設定を行うことが可能となり、土地建物等の利用に関し、位置付けの明確化や長期間にわたる安定的な事業の継続が可能となった。勿論、行政財産そのものの性質を失うものではなく、また実施細目は今後検討されるが、（PFI事業に限ってではあるが）行政財産を民間事業者に貸し付ける制度ができたことは大きな変化であろう。
この変更の背景には、公物を行政財産と普通財産とに区分する意義が薄れてきたということがある。公物を民間所有物と厳格に区分してこれの使用、処分について制限することについては全面的に再考するときが来ているものと考えられる。
（2）公の施設の民間への管理運営委託
公共部門に民間の経営ノウハウを導入して効率化するときに問題になるのが、地方自治法上の「公の施設」の管理運営問題である。
地方自治法では、「公の施設」という概念を設定し
、これの管理運営委託先は政令で制限されている。
従って、PFI事業について公の施設とされたもの（現実の運用で起債対象事業は基本的に公の施設とされているケースが多い）については現実的に民間事業者に管理運営委託ができないこととなっている。
しかし、PFIが公共施設等の整備、運営に民間企業の経営ノウハウ等を活用してその効率化を図ることを目的とすることからすれば、公共所有物
の管理運営委託先を限定的に規定することは現実にそぐわなくなってきていると言えるであろう。
これに対して、総務省も通達を出して考え方の整理を行っている。即ち、「公の施設の管理運営受託者の要件を満たさない民間事業者に対しても、一定の業務を包括的に委託できる」こととしている。
しかし、施設の管理運営委託そのものは認められていない。
現実的には、これに対してPFI事業を行う自治体は、様々な工夫を凝らして何とか民間事業者の経営ノウハウを活用する努力を行っているが、現場がやや混乱気味であることは否定できず、何らかの改善が必要であろう。公共部門に市場原理を入れながらこれの効率化を図るには、行政財産の取り扱いと同じく、公共部門が所有する施設を民間所有施設と厳格に区別することについての見直しが必要となってきている。
1 VFMの検証
PFIの基本概念がVFM（Value　for　Money）の評価である。即ち、税金一単位当りの効果を最大にするというものである。このためには、「公共施設の整備等を公共部門が行った場合」と「民間部門に行わせしめ、これの提供するサービスを公共部門が購入した場合」とのコスト比較を行う必要がある。
従来、わが国において公共事業のコスト管理の把握は厳密に行われてこなかった。特に、公共土木工事のコストについては公表されている統計が少ないのが実態である。VFMを検証するときに、先ず公共部門のコスト、即ちPSC（Public　Sector　Comparator）を把握することが必要である。前述のように、イギリスにおいてはサッチャー政権のときに公共部門のコストの徹底的検証を行った。その上でPFIを導入したが、わが国においてはこれからの課題である。現実のPFI事業においては、官庁営繕基準に基づく推計等により行われているのが実態である。今後、コスト管理の蓄積が必要である。
その中で、PSCとPFI価格との比較において、税収を公共部門からの支出の控除項目として、捉えられつつあることは興味深い。内閣府PFI推進室の「VFMガイドライン」でも、民間事業者からの税収をPFI事業価格又はPSCから控除することを示している。
これまで、公金支出と税収との関係は必ずしもリンクして考えていなかったケースが多かったが、今後は公的支出と税収との関係をリンクして考える、いわゆる都市経営的な考え方が拡がっていくものと考えられる。
2 事業者の選定プロセス
PFI事業においては、民間事業者からの提案をベースに事業を行う民間事業者を選定することとなる。この際、民間部門が設計、建設、運営を行うものであるから、選定基準としては単なる価格競争ではなく、性能発注に基づいた性能・価格、資金調達力、運営力等が選定基準となる。この考え方は、従来の会計法にいう一般競争入札、更には総合評価一般競争入札
とは馴染まない。更に、優秀提案者に選定された民間事業者と公共部門とが交渉を行いつつ、合意事項を契約に落として事業実施の担保を形成していくこととなるが、そこでは、交渉が重要な要因となり、従来方式では対応できない。
これに対応するには、民間事業者からも公募プロポーザル方式を導入することが望ましいとの声が高い。即ち、提案企業から優秀提案企業を選定するときに優先交渉順位を設定し、その優先交渉順位に従って公民間で交渉して、合意に達した企業と契約を行う方式である。イギリスでは一般的に行われており、フランスでは、複数の優秀提案企業と同時に交渉を行っているケースもある。
この公募プロポーザル方式は、現行制度では随意契約の一形態と見なされており、法的位置付けは不明確な面が強い。しかし、一部自治体ではPFI事業には公募プロポーザル方式が望ましいとして、これを適用しているケースもある。実態が先に進んでおり、制度整備が遅れている。
公募プロポーザル方式を採用する場合には公共部門の事業者選定、契約交渉等事業全般にわたって民間事業者と対等に交渉できる能力が求められることとなるが、「鶏と卵の関係」にある。時代の要請に制度を近づけていくことが必要であろう。
3 補助金交付
PFI事業は、公共が施設を整備、運営する代わりに民間事業者にこれを行わせしめるものである。そこでは、民間事業者が整備、運営して提供されるサービスを公共部門が一定期間購入することとなる。そこで、従来の施設建設を対象とする補助金の取り扱いが問題となる。即ち、補助金の対象と期間とが問題となる。これが、解決されないと、公共部門が行う場合と民間部門が行う場合とを比較するVFMの検証において、イコールフッティングが保たれないこととなる。
これに対応するには、（イギリスのPFI　Fundのような）PFI補助金を創設してサービス購入に対して補助金を支給するか、従来の補助金をPFI事業形態に手直しすることが考えられる。前者については、新規に補助金を創設することについて様々な面から反対が多い。後者については、現在、議論が行われている。しかし、従来の施設整備への補助金をPFI事業期間全体に延長して適用することを基本に議論されており、サービス価格の購入にまで補助金が拡充されるかどうかは今後の課題である。
公共部門が自ら行うよりは、より効率的に行うことができる民間事業者にこれを委ねる方式を導入するとすれば、既存の補助金をこれに対応させるか、又は既存補助金を廃止してイコールフッティングを図る必要があろう。
2． 終わりに
PFI事業は、公共部門への市場原理導入の一環であり、全世界的な時代の流れである。しかし、わが国の制度は旧来の制度が色濃く残っており、PFI方式により公共施設の整備を推進していくには、様々な面での変更が必要である。これまで、その一部を紹介したが、これに留まらず事業全般にわたっての制度変更が望まれる。一部では、既に見切り発車している自治体も見受けられ、制度変更が後追いになっている感が強い。

この中で、PFI方式導入の最大の成果は、公共部門の職員が、現在の制度に疑問を抱き、民間事業者との交渉において民間の経営感覚を身に付けてきていることではなかろうか。ある自治体の職員が、「現在の制度を守らなければ住民訴訟を起されるかも知れない。しかし、公共部門、ひいては住民のためにベストと考えられる方式を選択して住民訴訟に曝されるのであれば、これを受けて議論していきたい。」と仰っていたことが印象的である。現場の悩みは深い。
� 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下PFI法という）第１条


� 道路法第12条（道路管理者：国道の新設又は改築）では、「国道の新設又は改築は、建設大臣がこれを行う。」とし、同法第13条（国道の維持、修繕その他の管理）では、「国道の、維持、修繕、（中略）災害復旧事業（中略）その他の管理は（中略）建設大臣（中略）、都道府県知事が行う。」とし、同法第15条（都道府県道の管理）では「都道府県道の管理は、（中略）都道府県が行う。」としており、民間部門が道路の建設維持管理をできる余地は少ない。また、「道路運送法」上の道路があるが、災害復旧法、国家賠償法の適用対象外であること等からも事例が少ないのが実態である。


� 国有財産法第18条。また、地方自治法第238条の4においても同様の規定がある。


� 同上第18条3項


� 同法第8条


� 地方自治法第244条（公の施設）「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設（これを「公の施設」という）を設けるものとする」


� 地方自治法第244条の2第1項「普通公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」


地方自治法第244条の2第3項「普通公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。」


� 「公の施設」はその施設の所有者によって区別されるものではなく、その性質及び資金によって区別されるものとの解釈論が一般的である。従って、PFI事業者が所有する、いわゆる（BOT：Build　Own＆Operate　Transfer）方式においても公の施設の規定は影響する。


� 平成12年3月29日自治画第67号自治事務次官通達「地方公共団体におけるPFI事業について」第6において、PFI事業を行う民間事業者に「施設の維持補修等のメインテナンス」「警備」「清掃」「展示物の維持補修」「エレベーターの運転手」「植栽の管理」等を包括的に業務委託することは可能としている。しかし、施設の管理運営委託は認めていない。


� 平成13年7月27日内閣府民間資金等活用事業推進室「VFMガイドライン」四VFM評価における留意事項２．「適切な調整」において、「（中略）当該公共施設等の管理者等として民間事業者からの税収（中略）が現実にあると見込まれる場合、PFI事業としてのLCC、PSCからそれぞれの収入の額を減じる。」としている。


� 会計法、予決令においては、一般競争入札を原則としており、随意契約は極めて限定的に定めている。また、競争入札においては、当選者以外は落選者となるため、最優秀提案者との交渉が成立しなかったときには、再入札を行う必要がある。





